
（協議事項） 

市役所新庁舎の建設について 

 

１ 趣旨 

  松本市役所新庁舎の建設候補地（現在地）について、松本市役所新庁舎建設候補地検

証委員会（以下「検証委員会」という。）の検証結果を報告するとともに、現在地を新庁

舎の建設場所とすることについて、協議するものです。 

 

２ 経過 

  ２９．１．１３  第１回新庁舎建設検討庁内委員会 

     ２． ８  現在地を軸に建設候補地（案）の検討を進める手法を含む進め方、 

      ロードマップ（案）について総務委員協議会で協議し、了承 

     ３．１７  市議会２月定例会において、建設候補地（案）を検証する有識者 

会議に係る経費を含む平成２９年度当初予算が議決 

     ６． ５  建設候補地（案）を現在地とし、有識者による検証を進めること 

          について議員協議会で協議し、了承 

     ８．２３  検証委員会から市長へ意見書を提出 

       ２８  庁議に検証委員会の検証結果を報告し、現在地を新庁舎の建設場 

          所とすることについて協議 

 

３ 建設候補地の検証 

  ５名の有識者で構成する検証委員会を設置し、松本市役所新庁舎の建設候補地である

現在地の庁舎用地としての適性について、専門的見地から検証を受けました。 

 ⑴ 検証対象 

   現在地（松本市丸の内３番７号） 

 ⑵ 検証委員会 

  ア 委員 

 所属団体等 役職等 氏名 

行政分野 信州大学経法学部 教授 山沖 義和 

郷土・歴史分野 松本大学総合経営学部 教授 木村 晴壽 

まちづくり分野 都市計画家  倉澤 聡 

建築分野 
（一社）長野県建築士事務所協会 

松筑支部 
副支部長 渡邊 徹 

危機管理分野 信州大学人文学部 教授 菊池 聡 

 

 

議員協議会資料 
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イ 会議日程等 

 開催日 内容 

第１回 ６月２８日（水） 

１ 委員委嘱 

２ 経過等の説明 

３ 審議 

第２回 
７月１４日（金）まで 

（意見書交換の形式で開催） 

１ 担当分野（等）ごとに意見書を作成・

提出し、意見交換 

第３回 ７月２７日（木） 
１ 審議 

２ 集約 

 ⑶ 検証結果 

 ア 集約 

    市役所新庁舎建設候補地（現在地）は、庁舎用地としての適性が認められる。 

    （意見書 別紙１のとおり） 

  イ 主な意見 

視点 主な意見 

１ 歴史性・将来性 

 ①歴史的背景 

 ②まちづくりの継続性 

 ③未来にわたる中核性 

・歴史的経緯から、現在地を市役所として継続するこ

とには妥当性がある。 

・より積極的に松本城周辺に中核的機能を集約する方

策を模索すべき 

２ 利便性 

 ④交通アクセス 

 ⑤人口重心からの距離 

 ⑥他の官公署からの距離 

・松本駅から徒歩圏内で、路線バスも多数運行し、 

交通アクセスが良好 

・内環状北線の整備により、車でのアクセス性は更 

 に向上 

・駐車場は、現庁舎と同様に十分に確保すること。 

・昼間の人口重心は、より北東に移る。 

・人口重心は、大きな判断要素ではない。 

・現在地は、各官公署の中心的な場所に位置 

・他の官公署との距離は、大きな判断要素ではない。 

３ 実現性・実用性 

 ⑦法令上の制約 

 ⑧建築計画の自由度 

 ⑨災害に対する安全性 

・土地利用計画の見直しが不要で、法令上の制限に関

する手続きも最小限 

・無駄のない敷地利用及び平面計画が可能 

・敷地間の回遊性の確保は必要 

・東側の敷地がつながれば、自由度が更に向上 

・建築支持基盤が深く、十分な免震対策が必要 

・想定し得る最大規模の水害に耐え得る対策が必要 

４ 経済性 

 ⑩用地の確保 

 ⑪インフラの整備状況 

 ⑫民間資金の誘引 

・用地確保に係る時間や労力等のコストが不要 

・新たなインフラ整備が不要 

・観光利用の価値も高い場所であり、民間資金の活用

も検討できる。 



４ 建設場所 

 ⑴ 建設場所 

   現在地を新庁舎の建設場所とします。 

 ⑵ 選定理由 

  ア 現庁舎の敷地において、現時点で試算した規模の新庁舎が、概ね建設可能と考え

られること。 

  イ 「松本城を中心としたまちづくり」、「都市計画マスタープラン（平成２２年３月

策定、２５年３月一部改定）」、「立地適正化計画（平成２９年３月策定）」等、従来

から進める松本のまちづくりや市政運営の方針等と整合を保てること。 

ウ 庁舎用地としてふさわしいと認められること。（現在地の庁舎用地としての評価 

別紙２のとおり） 

① 歴史性 

 ・将来性 

過去・現在・未来において、松本の政治・経済・文化の中心地で

あり、市役所所在地としても広く認知されている。 

② 利便性 
交通アクセスが確保されている。また、他の官公署との中心的な

場所に位置しており、連携を図る際にも特段の支障がない。 

③ 実現性 

 ・実用性 

法令上の制約や土地利用計画を変更せず建設が可能である。また、

直下に活断層が確認されていない。ただし、中心市街地の特性と

して、十分な免震対策は必要となる。 

④ 経済性 
新たに大規模な用地を取得せずに建設が可能である。また、民間

資金の活用を図ることのできる可能性のある場所である。 

 ⑶ 留意事項 

   次の事項には特に留意することとし、新庁舎の適切な規模、建物の配置や機能等に

ついて検討を進めます。 

・景観配慮 ・眺望配慮 ・圧迫感の払拭 ・機能的な配置 ・機能分離 

・周辺住民との調整 ・仮庁舎を含めた建設手順 ・埋蔵文化財 

・中核市の検討状況（保健所の取扱い） ・働き方の変化 ・人口減少 

・行政サービスのあり方の変化 ・駐車場 ・免震等災害対策  

・民間資金の活用 等 

 

５ 今後の進め方 

市民懇話会を開催し、新庁舎の理念や基本方針、庁舎に取り入れるべき機能等につい

て、市民の意見及び提案を聴取します。 
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松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 １ 



平成２９年８月２３日 

松本市長 菅谷 昭 様 

松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会 

委員長 山沖 義和 

 

松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会 意見書 

 

 松本市役所新庁舎の建設候補地について、松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会設置

要綱第２条の規定に基づき、松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会（以下「委員会」と

いう。）としての検証結果を意見書として下記のとおり取りまとめました。今後、貴市が建

設計画を進めるに当たっては、意見書の内容にご留意ください。 

 

記 

 

１ 審議日程及び方法 

 委員会開催日 委員会の内容 

第１回 平成２９年６月２８日 
１ 事務局による経過等の説明 

２ 審議 

第２回 平成２９年７月１４日 
１ 担当分野（等）ごとに意見書作成・提出 

２ 事務局とりまとめの上、各委員に送付 

第３回 平成２９年７月２７日 １ 審議（意見内容の決定） 

 

２ 建設候補地の庁舎用地としての適性について 

  松本市役所新庁舎建設候補地（松本市丸の内３番７号。現在地）は、庁舎用地として

の適性が認められる。 

 

３ 評価の見直しについて 

  次の評価については、文言若しくは評価の方向性を見直すことが望ましい。 

視点１ 歴史性・将来性 

 ③ 未来にわたる中核性 

  見直し前 見直し後 

   市民の心のよりどころである松本城

に隣接するため、将来に亘り松本市の

中核的エリアである可能性が高い。 

 

松本を象徴する松本城に隣接するた

め、将来に亘り松本市の中核的エリア

である可能性が高い。 

 

視点２ 利便性 

 ④ 交通アクセス 

  見直し前 見直し後 

   駅から徒歩圏内で、路線バスも多数

運行されている。また、来庁者用駐車

場も一定台数分を用意でき、交通の利

便性は確保されている。 

 

駅から徒歩圏内で、路線バスも多数

運行されている。今後も、来庁者用駐

車場を一定台数分用意することによ

り、交通の利便性は確保される。 



 ⑥ 他の公官署との距離 

  見直し前 見直し後 

   主要官公署との距離は約 3㎞程度以

内で、自転車圏内である。他の公共機

関との連携を図りやすい位置にある。 

 

主要官公署との距離は約 3㎞程度以

内であり、他の官公署の中心的な場所

に位置している。 

 

視点３ 実現性・実用性 

 ⑧ 建築計画の自由度 

  見直し前 見直し後 

   長方形の整形の画地だが、市有地の

間に市道と民有地を挟み、飛び地にな

っている。効率的・効果的に土地を利

用する設計が必要となる。 

3つに分割された敷地ではあるが、

各々が長方形に近い整形の画地であり、

無駄のない敷地利用及び平面計画が可

能。ただし、連続的に庁舎利用ができる

ように敷地間の回遊性を確保する必要性

がある。 

 

 ⑨ 災害に対する安全性 

  見直し前 見直し後 

  直下に活断層が確認されておらず、

また、周囲を道路や堀に囲まれている

ことから、地震発生時に周辺建物の被

災に伴う二次被害（類焼、周辺建物の

倒壊等）を受ける可能性も低い。緊急

車両などのアクセスも確保できてお

り、内環状北線の拡幅が進めば、更に

災害時のアクセス性が高まる。なお、

100年に一度程度の大雨で女鳥羽川

の堤防が決壊した場合であっても、大

規模な浸水被害に至らない（2～15㎝

の浸水被害）。 

 

直下に活断層は確認されていない。た

だし、当地を含む中心市街地は建築支持

基盤が深く、十分な免震対策が必要。緊

急車両などのアクセスが確保できてお

り、内環状北線の拡幅が進めば、更に災

害時のアクセス性が高まる。なお、100

年に一度程度の大雨で女鳥羽川の堤防が

決壊した場合であっても大規模な浸水被

害に至らない（2～15㎝の浸水被害）も

のの、想定しうる最大規模の水害対策を

施す必要がある。 

 

視点４ 経済性 

 ⑫ 民間資金の誘引 

  見直し前 見直し後 

   周辺エリアで実施されている公共事

業との相乗効果で、周辺地の活性化に

繋がる可能性がある。 

周辺エリアで実施されている公共事

業との相乗効果で、周辺地の活性化に

繋がる可能性がある。また、民間資金

の活用を検討できる立地である。 

 

 

 

 



 

 

松本市役所新庁舎建設候補地検証委員会 

 

委員長   山 沖 義 和 

委員長代理 木 村 晴 壽 

委員    倉 澤 聡 

                                 渡 邊 徹 

                                 菊 池 聡 

 



評　価　項　目 評　　　　　価

視点１　歴史性・将来性 ① 歴史的背景
松本市は、松本城の城下町として発展し、近隣町村との合

併を経て、現在の市域を形成した。松本城公園に隣接するこ
のエリアは、市役所の所在地として、市内外に認知されてい
る。

② まちづくりの継続性
「松本城を中心としたまちづくり」、「都市計画マスター

プラン」、「立地適正化計画」など、本市のまちづくりの考
え方と整合している。

③ 未来にわたる中核性 　松本を象徴する松本城に隣接するため、将来にわたり松本
市の中核的エリアである可能性が高い。

視点２　利便性 ④ 交通アクセス
駅から徒歩圏内で、路線バスも多数運行されている。今後

も、来庁者用駐車場を一定台数分用意することにより、交通
の利便性は確保される。

⑤ 人口重心からの距離
　人口重心からの距離は約３．５キロメートルと徒歩圏内か
らは外れている。ただし、本市の規模（東西５２．２キロ
メートル、南北４１．３キロメートル）からみると、必ずし
も遠距離とは言えない。

⑥ 他の官公署との距離 主要官公署との距離は約３キロメートル程度以内であり、
他の官公署の中心的な場所に位置している。

視点３　実現性・実用性 ⑦ 法令上の制約
法令上の制約や、新たな土地利用計画及び都市計画の見直

しが必要なく、必要規模の庁舎を建設可能。ただし、松本城
三の丸に位置することから、発掘調査に相応の期間を要し、
庁舎の意匠や空間配置にも配慮が必要である。

⑧ 建築計画の自由度
　３つに分割された敷地ではあるが、各々が長方形に近い整
形の画地であり、無駄のない敷地利用及び平面計画が可能。
ただし、連続的に庁舎利用できるように敷地間の回遊性を確
保する必要性がある。

⑨ 災害に対する安全性

　直下に活断層は確認されていない。ただし、当地を含む中
心市街地は支持基盤が深く、十分な免震対策が必要。緊急車
両などのアクセスが確保できており、内環状北線の拡幅が進
めば、更に災害時のアクセス性が高まる。なお、
１００年に一度程度の大雨で女鳥羽川の堤防が決壊した場合
であっても大規模な浸水被害に至らない（２～１５センチ
メートルの浸水被害）ものの、想定しうる最大規模の水害対
策を実施する必要がある。

視点４　経済性 ⑩ 用地の確保 　既存の市有地を活用できるため、用地取得は特に必要な
い。

⑪ インフラの整備状況 電気・ガス・上下水道等のインフラは整備済みで、新たな
インフラ投資の必要性はない。

⑫ 民間資金の誘引
周辺エリアで実施されている公共事業との相乗効果で、周

辺地の活性化に繋がる可能性がある。また、民間資金の活用
を検討できる立地である。

現在地の庁舎用地としての評価

　過去・現在・未来において、
松本の政治・経済・文化の中心
地であり、市役所所在地として
も広く認知されている。

　交通アクセスが確保されてい
る。また、他の官公署との中心
的な場所に位置しており、連携
を図る際にも特段の支障がな
い。

　

　法令上の制約や土地利用計画
を変更せず建設が可能である。
また、直下に活断層が確認され
ていない。ただし、中心市街地
の特性として、十分な免震対策
は必要となる。

　新たに大規模な用地を取得せ
ずに建設が可能である。また、
民間資金の活用を図ることので
きる可能性のある場所である。

別 紙 ２


